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（平成２３年８月更新）

【会社の概要】
商 号 ：豊商事株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第299 号
所在地 ：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12
加入協会 ：社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
問い合わせ先：お客様サポートデスク 0120-365-281

【リスクの概要】
（1） 価格変動リスク・金利変動リスク・流動性リスク・信用リスク・システム障害リスク（取引システム又は取引所、当社及びお客様を結ぶ通信

回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注・執行・確認・取消し等が行えないこと）等により損失が生ずる恐れがあります。
（2） お取引により元本損失・元本超過損が生ずる恐れがあります。
（3） 取引をする際には、お客様はビッド価格で売り、オファー価格で買うことができます。なお、ビッド価格よりもオファー価格の方が高く、この

価格差（スプレッド）は相場急変によって広がる可能性があり、意図した通りのお取引ができないことがあります。
（4） スワップポイントは通貨ペアのポジションによって受払いが発生します。また、その通貨ペアの金利差及びその需給関係によっては

高金利通貨の買いであっても支払いとなることがあります。

【証拠金とレバレッジ】
必要証拠金は東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である通貨ペアの価格に応じて当社が別途定める金額によって変動
しますので、通貨ペアの取引金額に対する比率（レバレッジ）は、常に一定ではありませんが、法令等の定めに従い、最大25倍以下になるよう
に設定されています。また、少ない元手で大きな利益を手にできることがありますが、反面、大きな損失につながることもあります。なお、お客
様が差し入れる証拠金は、東京金融取引所に預託することにより、当社の資金とは区分されるとともに、東京金融取引所においても同取引所
の資産と区分して管理されます。お客様から預託を受けた証拠金が当社に滞留する場合は、株式会社三井住友銀行における金銭信託により、
当社の自己の資金とは区分して管理します。

【コスト】
売買手数料は１取引単位当たり片道1,050 円（消費税込）が最大でかかります。また、反対売買時に既存の建玉を決済しないで両建てを選択
した場合、建玉を減じる際には特別約定（建玉整理）の手数料若しくは通常の手数料がそれぞれ徴収されますので、お客様にとっては手数料
の負担が増すこととなります。

【取扱通貨について】
対日本円取引のうち、トルコリラ及びメキシコペソについて、当分の間、上場が延期されます。

【その他】
お客様の注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。個人の場合、原則益金は雑所得として申告分離
課税20％がかかります。

豊商事大阪支店 セミナールーム

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-28
久太郎町恒和ビル 8F 

フリーコール：0120-441-377
(受付時間)AM9:00～PM6:00

為替や投資についてまったくの初心者の方あまりよくわからない人も大歓迎です。
弊社スタッフがセミナーの内容や弊社の取引所為替証拠金取引：Yutaka24(くりっく365)  
や商品先物取引（損失限定取引）について、皆様のご質問に分かり易くお答えします。

【当セミナーの開催目的】
商品先物取引・FX取引の啓蒙及びご紹介
※当セミナーご参加のお客様には豊商事の
商品先物取引（損失限定取引）・取引所為替
証拠金取引「Yutaka24」をご紹介及び勧誘を
することがございます。



○重要事項説明書（損失限定取引）＊必ずお読み下さい
平成23 年12 月1 日現在
【商号】
豊商事株式会社商品先物取引業者

【取引証拠金等の額及びレバレッジ性】
商品先物取引は委託に際して取引証拠金等の預託が必要になります。最初に預託する1 枚あたりの委託
者証拠金の額は商品により異なり、最低取引単位（1 枚）当り最高476,000 円、最低47,600 円です。但し、
実際の取引金額は1 枚あたりの委託者証拠金の額の4 倍から9 倍という大きな額になります。
【リスクについて】
商品先物取引は相場の変動によって損失を生じるおそれがあります。
【対価の額】
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、最低取引単位（1 枚、
税込み、片道）当り最高10,500 円、最低1,050 円です。
【相談窓口】
豊商事株式会社顧客相談窓口
所在地〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12
電話 03-3667-8086
日本商品先物取引協会相談センター
所在地〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-4
電話 03-3664-6243
【企業情報開示について】
弊社の企業情報は、弊社の本・支店又はホームページ
http://www.yutaka-shoji.co.jp及び日本商品先物取引協会の本部・支部又はホームページ
http://www.nisshokyo.or.jpにて開示されております。


